
約７分に１件､
自転車事故が発生 ! *3

他人への賠償責任に備える

＊1 割引の詳細は｢子ども会自転車保険の特徴｣をご確認ください｡
＊2 出典：警察庁交通局｢令和5年中の交通事故の発生状況｣をもとに東京海上日動にて作成
＊3 出典：警察庁｢自転車関連交通事故の状況｣をもとに東京海上日動にて作成

約８６秒に１人が､
交通事故により負傷！*2

ケガに備える

上記募集期間終了後に加入を希望される場合は､
下記｢代理店｣までお問い合わせください｡

©東京海上日動



*1 神戸地方裁判所､2013年7月4日判決事例
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上記は､東京海上日動が作成した架空の事故例であり､過去に実際に発生したものではありません｡
＊1 出典：警察庁交通局｢令和5年中の交通事故の発生状況｣をもとに東京海上日動にて作成

によるケガの事故率
*1



*1 自動セットのサービス詳細は｢サービスのご案内｣をご参照ください｡
*2 詳細は｢保険の対象となる方(被保険者)について｣をご参照ください｡
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をしたとき､公的医療保険に加えて
があると安心です｡

公的医療保険って？

ケガのリスクに備えるための手段である保険には､大きく分けて公的医療保険と民間保
険があります｡

公的医療保険とは

健康保険､国⺠健康保険､後期⾼齢者医療制度とは､病気やケガをしたときに医療費の一部が軽
減される制度です｡医療保険行為を受けた医療機関で保険証を提示すると､医療費の⾃⼰負担額
が原則１〜３割になります｡

年齢 一般所得者等 一定以上所得者 現役並み所得者
75歳以上 １割負担 ２割負担

３割負担
70～74歳 ２割負担

6歳(義務教育就学後)～69歳 ３割負担
義務教育就学前 ２割負担(自治体により異なる)

【出典】厚生労働省のホームページ等をもとに東京海上日動にて作成
※2024年10月時点の内容(東京海上日動調べ)を記載しています｡詳細はご加入の各公的医療保険の窓口等にお問い合わせください｡

70歳未満の場合の上限額

所得区分 ひと月の上限額
(世帯ごと)

4回目からの
上限額*1

① 年収約1,160万円以上 252,600円+
(医療費－842,000円)×1% 140,100円

② 年収約770万円〜
約1,160万円

167,400円+
(医療費－558,000円)×1% 93,000円

③ 年収約370万円～
約770万円

80,100円+
(医療費－267,000円)×1% 44,400円

④ 年収約370万円以下 57,600円 44,400円

⑤ 住⺠税非課税者 35,400円 24,600円

*1 過去12か⽉以内に3回以上､上限額に達した場合は､4回目以降から｢多数回｣該当となり､上限額が下がります｡
※2024年10月時点の内容(東京海上日動調べ)を記載しています｡詳細はご加入の各公的医療保険の窓口等にお問い合わせください｡

医療機関等の窓口で支払う医療費が１か月(１日から末日まで)で上限額を超えた場合に､年齢
や所得に応じて超過した部分が払い戻される制度です｡

【出典】厚生労働省のホームページ等をもとに東京海上日動にて作成

公的医療保険を活用しても自己負担は発生し､療養期間が長引くことで負担も大きくな
ります｡また､ 等､公的医療保険が適用されない費用も
あります｡

公的医療保険はあるけれど･･･



(ケガへの備え)

(他人への賠償責任への備え)

【賠償責任に関する補償】
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Ａ．千葉市子ども会の構成員(団体の構成員)

Ｂ．Ａの配偶者･お子様･ご両親･ご兄弟

*1 加入依頼書等に｢保険の対象となる方(被保険者)ご本人｣として記載された方をいいます｡

家族型

① ご本人*1 ○

② ご本人*1の配偶者 ○

③ ご本人*1またはその配偶者の同居のご親族 ○

④ ご本人*1またはその配偶者の別居の未婚のお子様 ○

※保険の対象となる方の続柄は､傷害または損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます｡
※個人賠償責任において､ご本人*1が未成年者または保険の対象となる方が責任無能力者である場合は､未成年者または責任無能力者の親権者
およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります｡)｡

*1 加入依頼書等に｢保険の対象となる方(被保険者)ご本人｣として記載された方をいいます｡
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【｢保険の対象となる方(被保険者)について｣における用語の解説】
(１)配偶者：婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状

態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります｡婚約とは異なります｡)｡
①婚姻意思*1を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること

(２)親族 ：６親等以内の血族または３親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません｡)｡
(３)未婚 ：これまでに婚姻歴がないことをいいます｡

*1 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます｡
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ケガや熱中症で死亡したり後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします｡

ケガや熱中症で入院*1したり手術*2を受けた場合に保険金をお支払いします｡
*1 事故の日から１８０日を経過した後の入院に対してはお支払いできません｡また､１事故について１８０日を限度とします｡
*2 事故の日から１８０日以内に受けた手術に限ります｡また､傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります｡

例えば…･クルマにはねられたときのケガ･駅の改札口に入ってから出るまでのケガ
*1 交通事故等の定義については､｢補償の概要等｣をご確認ください｡

国内外での交通事故等*1により､保険の対象となる方がケガをした
または熱中症となった場合に保険金をお支払いします｡

例えば… ･自転車を運転中､誤って歩行者と接触し､ケガをさせた｡
･買い物中､誤って商品を壊してしまった｡
･レンタルしたドレスを誤って破ってしまった｡
･他人から借りた旅行カバンを盗まれた｡
･ゴルフ中にボールをぶつけてケガをさせてしまった｡

国内外において､日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してし
まったときや､国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1を国内外
で壊したり盗まれてしまったとき等､法律上の損害賠償責任を負った場合
に保険金をお支払いします｡

*1 携帯電話､スマートフォン､自転車､コンタクトレンズ､眼鏡､１個または１組で100万円を超える物等は､受託品に含みません｡
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死亡･後遺障害保険金額 20万円

入院保険金日額*1(１日あたり) 270円

死亡･後遺障害保険金額 20万円

入院保険金日額*1(１日あたり) 270円

死亡･後遺障害保険金額 20万円

入院保険金日額*1(１日あたり) 270円

国内：無制限 国外：1億円

保険料(一時払) 3,000円

保険期間：１年間
団体割引：５％
※ご加入口数は１口のみです｡

*1 手術保険金のお支払い額は､入院保険金日額の１０倍(入院中の手術)または５倍(入院中以外の手術)となります｡
傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります｡

昨年度もご契約いただきましたお客様は､現在のご契約について保険金請求忘れがないか､今一度確認をお願いします｡
ご請求忘れや､ご不明な点がございましたら､すぐにお問い合わせ先までご連絡ください｡

傷害補償につき､熱中症を補償対象とします｡また､熱中症の補償追加や収支状況等を踏まえて保険料を改定します｡ご加入タイプにより､保険料が引上げとなる場合と
引下げとなる場合があります｡
詳細やその他の主な改定点は｢団体総合生活保険 商品改定のご案内｣をご確認ください｡

今年度より､死亡･後遺障害保険金額を16万円から20万円､入院保険金額日額を220円から270円としておりますの
で､ご注意願います｡
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*1 保険会社は参考純率を適宜参照しながら自社の純保険料を決定しております｡
*2 職種級別(A･B)ごとに異なる料率を定めていましたが､職種級別による料率区分を廃止(保険料を一本化)し､加入時や職業変更時における職業･職
務に関する申告を不要とします｡

※改定の詳細およびその他の主な改定項目は｢団体総合生活保険 商品改定のご案内｣をご確認ください｡

日常生活全般プラン
(本人型)

●●
タイプ

職種級別A 1,280円
職種級別B 1,930円

日常生活全般プラン
(家族型)

●●
タイプ

職種級別A 4,430円
職種級別B 5,080円

交通事故等限定プラン
(本人型)

●●
タイプ ー 460円

ゴルフ中等限定プラン
(本人型)

●●
タイプ ー 1,150円

1,370円
+90円
▲560円

4,790円
+360円
▲290円

420円 ▲40円

990円 ▲160円

※死亡･後遺障害保険金額500万円､入院保険金日額5,000円､通院保険金日額2,500円､団体割引30%場合の月払保険
料です｡改定前保険料については熱中症危険補償特約セットなしの前提で算出しています｡

▶気候変動に伴う気温上昇等により､熱中症による死亡者数や救急搬送人員が増加しています｡
▶一方で､熱中症は運動やレジャー等､ケガと同様の状況下で発生することが多いものの､これまで
の傷害補償では補償対象外となっており､わかりにくいというご意見や補償対象としてほしいと
いうご要望をいただいていました｡

出典：気象庁 [全国13地点平均]日最高気温35℃以上(猛暑日)の年
間日数

出典：環境省 熱中症死亡者(５年移動平均)の推移

日最高気温35℃以上の年間日数 5年間移動平均
(全国13地点平均)

熱中症による死亡者の状況 5年間移動平均(全国)
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▶熱中症のリスクやお客様ニーズの高まりを踏まえ､すべてのお客様に熱中症補償をお届けすべく､傷
害補償基本特約等において熱中症を補償の対象とします｡
また､2024年6月の傷害保険参考純率改定*1や熱中症の補償追加､および収支状況を踏まえ､今後も
安定的にお客様に補償を提供し続けるため､保険料を見直します｡

▶なお､実際にご負担いただく保険料は､ご契約条件により異なり､引上げとなるケースと引下げとな
るケースがあります｡



から まで
東京海上日動のサービス体制なら安心です｡

※サービスの内容は変更･中止となる場合があります｡
※サービスのご利用にあたっては､グループ会社･提携会社の担当者が､｢お名前｣｢ご連絡先｣｢団体名｣等を確認させていただきますのでご了承願います｡

お電話にて各種医療に関するご相談に応じます｡
また､夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します｡

様々な診療分野の専門医が､輪番予約制で
専門的な医療･健康電話相談をお受けします｡

常駐の救急科の専門医および看護師が､
緊急医療相談に24時間お電話で対応します｡

夜間･休日の受付を行っている救急病院や､
旅先での最寄りの医療機関等をご案内します｡

転院されるとき､民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等､一連の手配の
一切を承ります｡
*2 実際の転院移送費用は､お客様にご負担いただきます｡

がんに関する様々なお悩みに､経験豊富な医師とメディカルソーシャルワー
カーがお応えします｡

受 付 時 間 * 1 :

*1 予約制専門医相談は､事前予約が必要です(予約受付は､24時間365日)｡
※正確なお客様対応を行うため､発信者番号を非通知に設定されている場合は､
電話番号の最初に｢186｣をダイヤルしてからおかけください｡

お電話にてご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談に応じ､
優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します｡

いずれも
土日祝･

年末･年始を除く

受 付 時 間 :
･電話介護相談 ：午前9時～午後5時
･各種サービス優待紹介：午前9時～午後5時

情報サイト｢介護情報ネットワーク｣を通じて､介護の仕
方や介護保険制度等､介護に関する様々な情報をご
提供します｡

[ホームページアドレス] www.kaigonw.ne.jp

｢家事代行｣｢食事宅配｣｢住宅リフォーム｣｢見守り･緊急通報システム｣｢福祉機器｣｢有料老人ホーム･高齢者住宅｣｢バリアフリー旅行｣といったご高齢の方の
生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します｡*3
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり､優待を実施できないサービスもあります｡
*2 本サービスは､サービス対象者(｢ご注意ください｣をご参照ください｡)に限りご利用いただけます｡
*3 サービスのご利用にかかる費用については､お客様にご負担いただきます｡

ケアマネジャー･社会福祉士･看護師等が､公的介護保険制度の内容や利用手続き､介護サービ
スの種類や特徴､介護施設の入所手続き､認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話
でお応えします｡
認知症のご不安に対しては､医師の監修を受けた｢もの忘れチェックプログラム*1｣をご利用いただく
ことも可能です｡
*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき､その回答結果に基づいて､受診のおすすめや専門医療機関
のご案内等を行います｡

法律･税務･社会保険に関するお電話でのご相談や
毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します｡

受 付 時 間 : ･法律相談 ：午前10時～午後6時
･税務相談 ：午後2時～午後4時
･社会保険に関する相談：午前10時～午後6時
･暮らしの情報提供 ：午前10時～午後4時

いずれも
土日祝･

年末･年始を除く

提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします｡また､ホームページを通じて､法律･税務に関するご相談を24時間
電子メールで受け付け､弁護士等の専門家が電子メールでご回答します｡
[ホームページアドレス] www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります｡

グルメ･レジャー情報･冠婚葬祭に関する情報･各種スクール情報等､
暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します｡

公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話で
ご説明します｡
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります｡

･ご相談のご利用は､保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており､かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります｡
･ご相談の対象は､ご契約者､ご加入者および保険の対象となる方(法人は除きます｡)､またはそれらの方の配偶者*1･ご親族*2の方(以下サービス対象者といい
ます｡)のうち､いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます｡)とし､サービス対象者からの直接の相談に限ります｡
･一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります｡
･各サービスは､東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します｡
･メディカルアシストおよび介護アシストの電話相談は医療行為を行うものではありません｡また､ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担と
なります｡
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます｡婚約

とは異なります｡
*2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます｡
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このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです｡ご加入にあたっては､必ず｢重要事項説明書｣をよくお読みください｡ご加入を申し込
まれる方と被保険者が異なる場合は､このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます｡なお､約款はご契約者である団
体の代表者にお渡しする予定です｡必要に応じパンフレット等記載のお問い合わせ先までご請求ください｡その他ご不明な点等がある場合にも､お問い合
わせ先までお問い合わせください｡


